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資料２ 

 

宇宙開発利用の戦略的推進のための施策の重点化 

及び推進方策の検討の進め方（案） 
 

平成２３年２月２日 

 

１．問題意識 

 我が国の宇宙政策は２００８年に成立した宇宙基本法に基づき、２００９

年に国全体の宇宙に関する総合的な戦略として宇宙基本計画が策定された。 

 宇宙基本計画では「研究開発主導型から高い技術力の上に立った利用ニー

ズ主導に転換」することが求められている。 

 我が国の現下の厳しい財政状況及び各国が宇宙政策を積極的に推進してい

る状況に鑑みれば、我が国としてもこれまで以上に戦略的な宇宙政策を推

進することが急務となっている。 

 戦略的な宇宙政策の実施のためには、目指すべき方向性を明らかにし、各

施策を有機的に連携させ、効率的かつ効果的に成果が上がるような方策を

練ることが不可欠である。 

 また、施策を推進するに当たっては、国が全てを実施するだけでなく、官

民連携による民間投資の促進など民間活力が最大限発揮される仕組みとと

もに、国際連携も併せて視野に入れて検討することが必要。 

 このため、宇宙開発専門調査会においては、上記の問題意識を踏まえつつ、

将来のあるべき姿を描きつつ、それに向けた最適な方策を検討することで、

当面重点的に行うべき宇宙施策を提言する。 

 

２．検討の進め方 

今回の専門調査会では、輸送システム、リモートセンシング、衛星測位、衛星

通信、探査/科学/技術/有人の各セクターについて、以下のとおり検討を進める。 

① 各セクターについて、１０年程度を見越した目指すべき実用システムや

利用の姿、２０～３０年後を想定した中長期で具備すべき技術体系の在

り方などの将来像と、それに向けた施策推進の基本的な考え方を整理す

る。 
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② 各セクターの審議では、上記の方針を踏まえて、既存施策の評価を通じ

た改善の方向性や現在は実施していないが実施すべき施策等を官民連

携や国際連携の在り方等を含めて検討する。 

セクター毎の検討の後、総事業規模に応じた戦略と宇宙政策における施策の重

点化について提言する。 

 

３．検討スケジュール 

 平成２３年７月を目途に提言をとりまとめる。 

 第１２回～第１５回では、各セクター毎に政策の方向性や主な施策について

関係省庁等からヒアリングしつつ、セクター毎の将来像と施策の在り方を議

論する。その際、各専門委員は事前に問題意識とヒアリング項目を提出し、

発表者はその項目に基づいて説明する。 

 衛星測位とリモートセンシングについては、個別ＷＧと連携して検討する。 

 第１６回以降は、セクター毎の議論に加え、セクター間の連携や全体の優先

順位の観点も含めてとりまとめに向けた議論を行う。 

 なお、各回では官民連携、国際連携、小型化戦略、海外展開、技術基盤維持

等の観点も併せて検討する。 

 

第１１回（２月２日） 施策の重点化の進め方について 
 

第１２回（２月２４日） 輸送システム 

（ヒアリング省庁等） 

・文部科学省、JAXA、経済産業省、USEF、防衛省、民間事業者等 
 

第１３回（３月３０日） リモートセンシング 

（ヒアリング省庁等） 

・文部科学省、JAXA、経済産業省、USEF、防衛省、内閣衛星情報センター、内閣府

防災、国土交通省、環境省、民間事業者等 
 

第１４回（４月）  衛星測位・衛星通信 

（ヒアリング省庁等） 

・文部科学省、JAXA、経済産業省、防衛省、国土交通省、総務省、民間事業者等 
 

第１５回（５月)  探査/科学/技術/有人 

（ヒアリング省庁等） 

・文部科学省、JAXA、経済産業省 
 

第１６回（６月）  とりまとめに関する審議① 
 

第１７回（６～７月） とりまとめに関する審議② 
 

第１８回（７月）  とりまとめ 


